
一般団体

受付開始日 野外活動以外の少年団体

4月1日 10月利用分 7月利用分 10月利用分 10月利用分

5月1日 11月利用分 8月利用分 11月利用分 11月利用分

6月2日 12月利用分 9月利用分 12月利用分 12月利用分

7月1日 2027年1月利用分 10月利用分 2027年1月利用分 2027年1月利用分

8月1日 2027年2月利用分 11月利用分 2027年2月利用分 2027年2月利用分

9月1日 2027年3月利用分 12月利用分 2027年3月利用分 2027年3月利用分

10月1日 2027年4月利用分 2027年1月利用分 2027年4月利用分 2027年4月利用分

11月1日 2027年5月利用分 2027年2月利用分 2027年5月利用分 2027年5月利用分

12月1日 2027年6月利用分 2027年3月利用分 2027年6月利用分 2027年6月利用分

2027年
1月5日

2027年7月利用分 2027年4月利用分 2027年7月利用分 2027年7月利用分

2027年
2月2日

2027年8月利用分 2027年5月利用分 2027年8月利用分 2027年8月利用分

2027年
3月2日

2027年9月利用分 2027年6月利用分 2027年9月利用分 2027年9月利用分

＜キャンプ場の予約方法＞
※予約サイト「なっぷ」にて予約可能。
※キャンプ場のみ毎月1日0時から予約開始。
※学校団体の利用などで全サイト予約不可能な
日程もあります。
※自然の家休所日は予約不可。

希望利用日の
1か月前から前日まで

予約可能です

＜少年自然の家・青少年の家の予約方法＞
※受付開始日の8:30～8：40玄関に集合。その場で整理券を1団体につき1枚配布し、抽選箱に於いて番号を引き、
　　引いた番号の順番が優先順位となります。
※同一利用希望日の受付優先順は、①直接事務室への来所、②電話での申し込み、③FAX、メールでの申請となります。
※1日が月曜日・祝日（休所日）の場合は、翌2日より受付を行います。
※年末年始12/8-1/4は休所です。　※諸般の事情により、予約開始日が変更となる場合があります。

令和8年度（2026年4月～2027年3月）　富士市立少年自然の家／青少年の家／グリーンキャンプ場　予約開始時期一覧表

令和8年度
少年自然の家

青少年の家 グリーンキャンプ場野外活動を主目的とした、
小中学校または少年団体

体育館のみの利用


